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税、国民保護計画意見募集、庁舎整備

提出先・問合せ先 市民協働推進課（〒526-8501 長浜市高田町12番34号、7６５－８７２２、
FAX６４－０３９６、Ｅメール kyoudou@city.nagahama.lg.jp）

■問税務課　市民税・国保料グループ（7６５－６５０８）

■問税務課　資産税グループ（7６５－６５２３）

長浜市市民協働推進計画
市では、市民協働によるまちづくりをより一層推進していくため、その方向性や具体的手法を明らかにする
計画の策定を予定しています。このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお聞かせください。
【募集期間】５月19日(土) まで
【閲覧場所】市民協働推進課〈本館２階〉、市政情報コーナー、市ホームページ(http://www.city.nagahama.shiga.jp)
【提出方法】任意の様式に住所・氏名・電話番号を明記し、直接持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで下記まで

提出先・問合せ先 都市計画課交通対策室（〒526－0031 長浜市八幡東町632番地、7６５－６５６２、
FAX６５－６５４０、Ｅメール toshikei@city.nagahama.lg.jp）

長浜市北中部の地域公共交通適正化に関する指針
市では、地域事情を考慮しながら、広域的な視点でバス路線の見直しを図るとの合併協定に基づき、虎姫、
湖北、高月、木之本、余呉、西浅井地域の路線の見直しを進めることとしています。このたび、素案がまと
まりましたので、皆さんのご意見をお聞かせください。
【募集期間】５月24日(木)まで
【閲覧場所】都市計画課〈東別館５階〉、市政情報コーナー、市ホームページ(http://www.city.nagahama.shiga.jp)
【提出方法】任意の様式に住所・氏名・電話番号を明記し、直接持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで下記まで

提出先・問合せ先 防災危機管理課　原子力安全対策室（〒526－0031 長浜市八幡東町632番地、
7６５－６５５５、 FAX６４－８５５５、Ｅメールbousai@city.nagahama.lg.jp）

長浜市原子力災害対策計画
市では、昨年10月から、原子力関係の専門家や関係機関、また市民の代表も加わった検討委員会を設置

し、任意計画である「長浜市原子力災害対策計画」の策定を進めています。このたび、素案がまとまりまし
たので、皆さんのご意見をお聞かせください。
【募集期間】５月18日(金)まで
【閲覧場所】防災危機管理課〈東別館３階〉、市政情報コーナー、市ホームページ(http://www.city.nagahama.shiga.jp)
【提出方法】任意の様式に住所・氏名・電話番号を明記し、直接持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかで下記まで
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駅前通り 

次の①②に該当する人が、平成24年４月１日現在で原動機付自転車・軽自動車・２輪の小型自動車
等を登録している場合、軽自動車税の減免が受けられます。

①身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受け、そ
のしょうがいの程度が一定以上の本人

②満18歳未満の身体しょうがい者、知的しょうがい者、精神しょうがい者と生計をともにする人

この他に、所有者・運転者・使用目的などの要件、必要書類などがありますので、事前に問合わせ
ください。また適用は１人につき１台のため、普通車で自動車税の減免を受けられている場合は、軽
自動車税の減免対象にはなりません。
減免の申請書は、５月24日（木）までに提出してください。
なお、減免申請される場合も軽自動車税納税通知書は送付しますので、減免の承認通知が届くまで

納付せず保管してください。

土地に対する固定資産税の負担調整措置は、地域や土地によりばらつきのあった負担水準を均衡化
させるため、平成９年度から行われています。
この措置のうち負担水準の高い住宅用地については、上限を設けつつ、前年度の税負担に据え置く

措置がとられていましたが、平成24年度および平成25年度は上限を引き上げた上で適用し、平成26年
度で廃止されることになりました。
これにより、前年度と地目、形状などに変更がない場合でも税額が上がる場合があります。負担水

準や税額については、５月中旬に送付する納税通知書で確認ください。詳しくは下記まで問合せくだ
さい。

軽自動車税の減免申請を受付けます
【受付期間】５月７日（月）～５月24日（木）

住宅用地に対する固定資産税の
税負担調整措置の一部が変わります
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